
【３】

住
基
カ
ー
ド
の
交
付
を
受
け
て
い

る
場
合
は
、
一
定
の
事
項
を
記
入
し

た
転
出
届
（「
付
記
転
出
届
」
と
い

い
ま
す
）
を
住
民
登
録
し
て
い
る
市

区
町
村
に
郵
送
で
行
い
、
住
基
カ
ー

ド
を
転
入
先
の
市
区
町
村
の
窓
口
で

提
示
し
て
転
入
届
を
行
う
こ
と
に
よ

り
、
窓
口
に
行
く
の
が
転
入
時
の
一

回
だ
け
で
済
む
よ
う
に
な
り
ま
す
。

た
だ
し
、
郵
送
し
た
付
記
転
出
届

が
住
民
登
録
を
し
て
い
る
市
区
町
村

に
届
い
て
い
な
い
と
、
手
続
き
が
で

き
ま
せ
ん
の
で
、
配
達
日
数
を
考
慮

の
上
、
転
入
先
の
市
区
町
村
で
手
続

き
を
し
て
く
だ
さ
い
。

な
お
、
こ
の
手
続
き
は
、
あ
く
ま

で
も
「
住
所
の
変
更
」
の
み
が
対
象

に
な
る
の
で
、
国
民
健
康
保
険
や
介

護
保
険
、
国
民
年
金
、
児
童
手
当
、

転
校
の
手
続
き
な
ど
は
、
こ
れ
ま
で

ど
お
り
住
民
登
録
し
て
い
る
市
区
町

村
の
窓
口
で
行
う
も
の
が
あ
り
ま
す
。

転
出
・
転
入
を
行
っ
た
際
、
旧
住

所
地
で
発
行
し
た
住
基
カ
ー
ド
は
新

住
所
地
で
回
収
さ
れ
ま
す
。
引
き
続

き
、
住
基
カ
ー
ド
の
交
付
を
受
け
る

場
合
に
は
、
新
住
所
地
で
再
度
申
請

（
有
料
）
が
必
要
で
す
。

住
基
カ
ー
ド
は
�
種
類

希
望
者
に
有
料
で
交
付

第
２
次
サ
ー
ビ
ス
の
一
つ
と
し
て
、

住
基
カ
ー
ド
を
八
月
二
十
五
日
か
ら

希
望
者
に
交
付
し
ま
す
。

住
基
カ
ー
ド
の
交
付
を
希
望
す
る

人
は
、
役
場
本
庁
舎
町
民
課
で
交
付

申
請
を
し
て
く
だ
さ
い
（
役
場
各
支

所
で
の
申
請
は
で
き
ま
せ
ん
）。

申
請
に
必
要
な
も
の
は
印
鑑
、
身

分
証
明
書
（
運
転
免
許
証
な
ど
官
公

署
が
発
行
し
た
顔
写
真
付
き
の
証
明

書
）で
す
。
顔
写
真
付
き
の
住
基
カ
ー

ド
を
希
望
す
る
と
き
は
、
申
請
前
六

カ
月
以
内
に
撮
影
し
た
写
真
（
無
帽
、

正
面
、
無
背
景
、
縦
４
・
５
�
×
横

３
・
５
�
）
を
準
備
し
て
く
だ
さ
い
。

準
備
で
き
な
い
場
合
に
は
、
町
民
課

で
撮
影
し
ま
す
。

本
人
が
申
請
し
た
と
き
は
、
即
日

交
付
と
な
り
ま
す
が
、
病
気
な
ど
で

個
人
情
報
保
護
対
策
に

万
全
を
期
し
て
い
ま
す

代
理
人
が
申
請
し
た
場
合
に
は
、
本

人
に
照
会
文
書
を
郵
送
す
る
た
め
交

付
ま
で
に
数
日
か
か
り
ま
す
。

交
付
手
数
料
は
、
写
真
付
き
、
写

真
な
し
の
い
ず
れ
も
五
百
円
で
す
。

住
基
ネ
ッ
ト
で
は
、
個
人
情
報
の

保
護
が
最
も
重
要
な
課
題
。
そ
の
た

め
国
際
的
な
基
準
を
十
分
に
踏
ま
え
、

制
度
面
や
技
術
面
、
運
用
面
な
ど
あ

ら
ゆ
る
角
度
か
ら
十
分
な
対
策
を
講

じ
て
い
ま
す
。

都
道
府
県
や
指
定
情
報
処
理
機
関

が
保
有
す
る
情
報
は
、
六
情
報
だ
け

で
、
行
政
機
関
が
提
供
さ
れ
た
情
報

を
目
的
以
外
に
使
用
す
る
こ
と
は
、

法
律
で
禁
止
さ
れ
て
い
ま
す
。
ま
た
、

民
間
が
住
民
票
コ
ー
ド
を
利
用
す
る

こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。

外
部
と
通
信
を
行
う
と
き
は
、

デ
ー
タ
を
暗
号
化
す
る
ほ
か
、
住
基

ネ
ッ
ト
を
役
場
が
使
用
す
る
場
合
、

担
当
者
以
外
が
操
作
で
き
な
い
よ
う

パ
ス
ワ
ー
ド
な
ど
で
管
理
し
ま
す
。

さ
ら
に
、
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
の
使
用
記

録
も
保
存
さ
れ
、
い
つ
、
だ
れ
が
使

用
し
た
の
か
追
跡
調
査
が
で
き
る
シ

ス
テ
ム
と
な
っ
て
い
ま
す
。

住
民
基
本
台
帳
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
シ

ス
テ
ム
に
関
す
る
問
い
合
わ
せ
は
役

場
町
民
課
（
�
八
二
│
三
一
一
一
内

線
一
二
二
）
へ
ど
う
ぞ
。

表　面

裏　面

見本カード

住
基
カ
ー
ド
で
転
入
・

転
出
手
続
き
が
簡
素
化

現
在
、
転
出
す
る
場
合
に
は
住
民

登
録
を
し
て
い
る
市
区
町
村
に
転
出

届
を
行
い
、
転
出
証
明
書
の
交
付
を

受
け
た
上
で
、
転
入
先
の
市
区
町
村

に
転
入
届
を
行
う
必
要
が
あ
り
ま
す
。

も
の
）
が
取
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
す
。

交
付
を
受
け
る
た
め
に
は
、
運
転

免
許
証
な
ど
官
公
署
が
発
行
し
た
顔

写
真
付
き
の
証
明
書
、
ま
た
は
住
基

カ
ー
ド
を
窓
口
に
提
示
す
る
必
要
が

あ
り
ま
す
。
交
付
手
数
料
は
交
付
す

る
市
区
町
村
に
よ
っ
て
異
な
り
ま
す
。

【２】

住
民
基
本
台
帳
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
シ
ス
テ
ム

各
種
行
政
サ
ー
ビ
ス
さ
ら
に
充
実

住
民
基
本
台
帳
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
シ
ス
テ
ム
（
以
下
「
住
基

ネ
ッ
ト
」）
の
第
�
次
サ
ー
ビ
ス
が
八
月
二
十
五
日
か
ら
始
ま

り
ま
す
。
昨
年
八
月
に
第
�
次
サ
ー
ビ
ス
が
開
始
さ
れ
、
行
政

機
関
の
一
部
の
事
務
で
申
請
や
届
け
出
に
住
民
票
の
写
し
の
添

付
な
ど
が
不
要
に
な
り
ま
し
た
。
第
�
次
サ
ー
ビ
ス
で
は
、
全

国
ど
こ
の
市
区
町
村
か
ら
で
も
住
民
票
の
写
し
が
取
れ
る
よ
う

に
な
る
ほ
か
、
住
民
基
本
台
帳
カ
ー
ド
（
以
下
「
住
基
カ
ー
ド
」）

の
交
付
が
受
け
ら
れ
る
な
ど
、
住
民
サ
ー
ビ
ス
の
向
上
と
行
政

事
務
の
効
率
化
が
図
ら
れ
ま
す
。
今
号
で
は
、
住
基
ネ
ッ
ト
第

�
次
サ
ー
ビ
ス
の
概
要
に
つ
い
て
お
知
ら
せ
し
ま
す
。

昨
年
八
月
、
全
国
の
市
区
町
村
が

管
理
し
て
い
る
住
民
基
本
台
帳
の

ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
化
が
進
め
ら
れ
、
都

道
府
県
や
指
定
情
報
処
理
機
関
が
住

民
情
報
の
う
ち
、
▼
氏
名
▼
生
年
月

日
▼
性
別
▼
住
所
▼
住
民
票
コ
ー
ド

▼
住
所
な
ど
の
変
更
情
報
│
│
の
六

つ
の
本
人
確
認
情
報
（
六
情
報
）
を

保
有
す
る
こ
と
で
、
全
国
共
通
の
本

人
確
認
が
可
能
に
な
り
ま
し
た
。

こ
の
こ
と
に
よ
り
、
行
政
機
関
の

一
部
の
事
務
で
申
請
や
届
け
出
に
住

民
票
の
写
し
の
添
付
が
不
要
に
な
っ

た
ほ
か
、
恩
給
や
共
済
年
金
の
現
況

届
け
の
提
出
な
ど
も
必
要
が
な
く
な

り
ま
し
た
。

八
月
二
十
五
日
か
ら
は
、
第
２
次

サ
ー
ビ
ス
が
始
ま
り
、
▼
住
民
票
の

写
し
の
広
域
交
付
（
住
民
票
の
写
し

を
全
国
ど
こ
の
市
区
町
村
で
も
取
れ

る
）
▼
住
基
カ
ー
ド
（
右
欄
参
照
）

が
あ
る
場
合
は
、
転
入
・
転
出
の
特

例
処
理
（
転
入
・
転
出
の
手
続
き
が

転
入
先
の
市
区
町
村
窓
口
に
一
回
行

く
だ
け
で
済
む
）
▼
希
望
者
に
住
基

カ
ー
ド
の
交
付
│
│
の
サ
ー
ビ
ス
を

受
け
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

全
国
ど
こ
の
市
区
町
村

で
も
住
民
票
取
れ
ま
す

現
在
、
住
民
票
の
写
し
の
交
付
は
、

住
民
登
録
を
し
て
い
る
市
区
町
村
の

窓
口
で
し
か
取
れ
ま
せ
ん
で
し
た
が
、

八
月
二
十
五
日
か
ら
は
、
住
基
ネ
ッ

ト
に
参
加
し
て
い
る
全
国
ど
こ
の
市

区
町
村
で
も
本
人
や
世
帯
の
住
民
票

の
写
し
（
戸
籍
の
表
示
を
省
略
し
た

昨年８月に第１次サービスが始まった住民基本台帳ネットワークシステム。８月25日から
は第２次サービスが開始し住民サービスの向上が図られます（役場町民課の窓口の様子）
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住基カードは、銀行のキャッシュカードほど
の大きさで、個人情報を守るための高度なセ
キュリティ機能を備えたＩＣカードです。
年齢や世帯主であるかどうかなどの制限はな

く、どなたでも住民登録をしている市区町村で
交付（有料）を受けられます。顔写真付きと顔
写真なしの2種類があり、いずれかを選択可能。
顔写真付きであれば、身分証明証として利用で
きます。有効期限は10年間で、他の市区町村へ
転出したときや住民票コードを変更したときは
無効になります。
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